
随意契約担当部課 随意契約を 随意契約の相手方 随意契約に係る

の名称及び所在地 締結した日 の氏名及び住所 契約金額(税込)

　仙台赤十字病院 エアー・ウォーター東日本㈱

1 1 　事務部財務課 R8.4.1 仙台市若林区卸町東 30,212,160

仙台市太白区八木山本町2-43-3 　　　　　　　　　　　　１－１－３ 円

　仙台赤十字病院 日清医療食品㈱

2 1 　事務部総務課 R8.4.1 仙台市青葉区一番町 103,356,000

仙台市太白区八木山本町2-43-3 　　　　　　　　　　　　１－９－１ 円

　仙台赤十字病院 日本教育クリエイト㈱

3 1 　事務部総務課 R8.4.1 仙台市青葉区中央 94,116,000

仙台市太白区八木山本町2-43-3 １－６－１８ 円

　仙台赤十字病院
シップヘルスケアリサーチ＆コ
ンサルティング㈱

4 1 　事務部財務課 R8.4.1 大阪府吹田市桃山台 67,243,321

仙台市太白区八木山本町2-43-3 　　　　　　　　　　５-２０－１ 円

　仙台赤十字病院
日建設計コンストラクション・マ
ネジメント（株）

5 1 　事務部財務課 R8.4.1 東京都文京区後楽 55,022,000

仙台市太白区八木山本町2-43-3 １－４－２７ 円

　仙台赤十字病院 丸木医科器械（株）

6 1 　事務部財務課 R8.4.8 仙台市太白区西中田 990,000

仙台市太白区八木山本町2-43-3 　　　　　　　　　　３－２０－７ 円

　仙台赤十字病院 丸木医科器械（株）

7 1 　事務部財務課 R8.4.8 仙台市太白区西中田 990,000

仙台市太白区八木山本町2-43-3 　　　　　　　　　　３－２０－７ 円

　仙台赤十字病院 丸木医科器械（株）

8 1 　事務部財務課 R8.4.8 仙台市太白区西中田 990,000

仙台市太白区八木山本町2-43-3 　　　　　　　　　　３－２０－７ 円

　仙台赤十字病院 丸木医科器械（株）

9 1 　事務部財務課 R8.4.20 仙台市太白区西中田 618,200

仙台市太白区八木山本町2-43-3 　　　　　　　　　　３－２０－７ 円

　仙台赤十字病院 ㈱シバタインテック

10 1 　事務部財務課 R8.4.24 仙台市若林区卸町 770,000

仙台市太白区八木山本町2-43-3 ２－１１－３ 円

仙台赤十字病院・県立がんｾﾝ
ﾀｰ統合新病院整備にかかる支
援業務

契約業者は、当院が目指す新病院整備を実施するための
企画力及び運営能力を有しており「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4項）

仙台赤十字病院・県立がんｾﾝ
ﾀｰ統合新病院整備ＣＭ業務

契約業者は、当該ＣＭ業務委託内容を総合的に評価した結
果選定した委託先であることから、「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4項）

システム９
プレシジョンソーハンドピース

１６０万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則第３
６条第５項の規定に基づき見積競争の随意契約に該当する
ため。（日本赤十字社会計規則第３５条第２項）

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表について（令和８年４～５月分）

Ｎｏ 物品等又は役務の名称 数量 随意契約によることとした理由
その他必要な事項
（　備　　　考　）

病院窓口業務

契約業者は、当院が目指す外来フローを実施するための企
画力及び運営能力を有しており「契約の性質又は目的が競
争を許さない場合」に該当するため。
（日本赤十字社会計規則第36条第4項）

滅菌・消毒業務委託
契約業者は、滅菌・消毒業務に卓越した技術と業務処理能
力を有しており「契約の性質又は目的が競争を許さない場
合」に該当するため（日本赤十字社会計規則第36条第4項）

食事サービス提供業務

契約業者は、食形態、嚥下食の確立と安定提供及び契約
実績に基づく安定的な業務提供能力を有しており「契約の
性質又は目的が競争を許さない場合」に該当するため
（日本赤十字社会計規則第36条第4項）

システム９
シングルトリガーロータリー
ハンドピース

１６０万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則第３
６条第５項の規定に基づき見積競争の随意契約に該当する
ため。（日本赤十字社会計規則第３５条第２項）

システム９
シングルトリガーロータリー
ハンドピース

１６０万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則第３
６条第５項の規定に基づき見積競争の随意契約に該当する
ため。（日本赤十字社会計規則第３５条第２項）

内視鏡記録装置
メディカルビデオレコーダー

１６０万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則第３
６条第５項の規定に基づき見積競争の随意契約に該当する
ため。（日本赤十字社会計規則第３５条第２項）

レビテーターⅡ（左右セット）
１６０万円を超えないことから、日本赤十字社会計規則第３
６条第５項の規定に基づき見積競争の随意契約に該当する
ため。（日本赤十字社会計規則第３５条第２項）



随意契約担当部課 随意契約を 随意契約の相手方 随意契約に係る

の名称及び所在地 締結した日 の氏名及び住所 契約金額(税込)

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表について（令和８年４～５月分）

Ｎｏ 物品等又は役務の名称 数量 随意契約によることとした理由
その他必要な事項
（　備　　　考　）

　仙台赤十字病院 丸木医科器械（株）

11 1 　事務部財務課 R8.4.30 仙台市太白区西中田 4,616,700

仙台市太白区八木山本町2-43-3 　　　　　　　　　　３－２０－７ 円

　仙台赤十字病院 ㈱シバタインテック

12 1 　事務部財務課 R8.5.13 仙台市若林区卸町 770,000

仙台市太白区八木山本町2-43-3 ２－１１－３ 円

超音波診断装置

当該機器は一般競争入札を実施しましたが、1社の入札者
(不調)であったため「競争に付しても入札者がないとき、又
は再度の入札をしても落札者がないとき」に該当するため。
　(日本赤十字社会計規則施行細則第36条）

ＰＡＣＳ接続機能ソフトウェア

契約業者は当該システムの設置業者であり、他社が当該シ
ステムの改定を行うことが困難な状況から「契約の性質又
は目的が競争を許さない場合」に該当するため）
（日本赤十字社会計規則第３５条第２項）


